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住家の主要な構成要素の損傷に係る目視調査結果等から、部位ごとに損傷率を算

定し、当該損傷率に部位別構成比を乗じて得られる部位別損害割合の和を住家の損

害割合とする。 
住家の損害割合が 50%以上の場合を全壊、40%以上 50%未満の場合を大規模半

壊、20%以上 40%未満の場合を半壊、10％以上 20%未満の場合を準半壊、10％未

満の場合を準半壊に至らない（一部損壊）と判定する。 
なお、木造・プレハブの住家にあっては、基礎又は柱（又は耐力壁）の損傷率が、

非木造の住家にあっては、柱（又は耐力壁）又は梁の損傷率が、75%以上の場合は、

住家の損害割合を 50%以上とし、全壊と判定する。 
 

●航空写真等を活用した判定について 

発災前後の航空写真等が入手でき、これらを活用することが調査の効率化・迅速

化に資すると判断される場合には、当該航空写真等を活用して判定することが可能

である。 

例えば、被災した住家の周辺を含む被害の状況により、瓦礫等で当該住家に近づ

くことができない場合や現地で安全に調査が行えない場合、又は倒壊、流出、ずり

落ち等した住家が集中していると想定される場合などが考えられる。 

これらの場合において、航空写真等から発災後の当該住家の屋根の軸がずれてい

る又は屋根の位置が変わっているなど、明らかに住家全部又は一部の階が全部倒壊

している等一見して「全壊」と判定できる場合には、当該航空写真等により判定し

た結果をもって「全壊」の被害認定を行うことも可能である。 

なお、航空写真等からだけでは判定できない場合には、現地調査を行うこととな

る。 

 

７．部位別構成比の取扱いについて 

  本運用指針は、一般的な住家を想定し、各部位に係る施工価格等を参考に設定した

構成比を採用しているが、住家の部位別構成比は、その規模、階数、仕様により異な

り、また、地域差も存することから、地域に応じた適切、適当と思われる部位別構成

比を作成して使用することも必要なことと思われる。 
 

８．木造と非木造の混構造の取扱いについて 

木造と非木造の混構造の場合における住家の被害認定調査については、原則として、

住家を構成する主要構造部の構造に基づき調査・判定する。ただし、主要構造部の構

造が判断しがたい場合には、主たる被害を受けた構造に基づき、調査・判定して差し

支えない。 
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